
部活動の地域展開等のＦＡＱ 

三豊市教育委員会 

 

本ＦＡＱは、令和８年３月現在で作成しています。今後の国・県等の動向によって変更する場合があります。 

 

Ｑ１：三豊市の「放課後改革」は、どのようなことですか？                           

放課後を『夢を育み未来を創る時間』へ 

三豊市では「部活動」を再定義し、生徒の自己決定による探究を共助で支える「放課後改革」と          

捉え直し、学校教育と社会教育の接点である「放課後教育」を新たな教育の在り方を生む場にして 

いくことを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 登録クラブは、ミクスポ公式 Web サイトに掲載しています。 



Ｑ２：今後、学校部活動はどうなるのですか？                           

Ａ：令和９年度から、休日の学校部活動は、原則として行いません。ただし、休日に学校部活動で大会等   

へ出場する場合は、学校部活動としての活動となります。 

平日の学校部活動は、各学校の活動方針・計画に基づき、当面の間、継続となります。 

 

Ｑ３：学校部活動・休日の地域クラブへの加入・参加は、どのように選択すればよいですか？      

Ａ：学校部活動や地域クラブは希望制での参加です。例としては次のような判断・選択ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校部活動や地域クラブは、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであり、生徒の意思  

に反して加入させることはありません。 

※ 放課後や休日の過ごし方については、学校部活動や地域クラブ、学習塾、習い事等、どのように過 

ごすのか、各家庭で相談してお決めください。 

 

Ｑ４：中学校体育連盟主催等の大会への出場はどうなりますか？      

Ａ：学校部活動又は地域クラブのいずれかのチームからの参加となっています。在籍している学校や地域  

クラブの代表者等に、登録状況や参加の意向についての確認を行ってください。 

① 中学校体育連盟が主催する大会 

 地域クラブの場合は、種目等によって参加資格が異なります。大会への出場については、直接、 

地域クラブ代表者等に確認ください。 

学校部活動の場合は、継続して学校単位、合同チーム、拠点校部活動での出場となります。 

② ①以外の場合 

大会等への出場については学校の判断となりますが、生徒の成長や生活全般を見通し、生徒や部 

活動顧問の過度な負担とならないように、休日の地域クラブ等の実施状況を踏まえ参加の可否を決 

めてください。休日の地域クラブ等の活動と日程が重なった場合の参加については、生徒・保護者 

の意思を尊重して対応してください。 

③ 大会等への参加資格が整った地域クラブは、平日は学校部活動を継続するが、学校部活動として 

①②の連盟及びその他の連盟・協会等には登録せず、地域クラブでの登録・出場を進めます。 

 

 



Ｑ５：令和９年度からは、学校部活動での休日の練習はできないのですか？            

Ａ：学校部活動で大会等に出場する場合の休日練習（練習試合）については、「三豊市・学校組合立学校部

活動及び放課後改革に関する方針【中学校版】に、以下のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 練習（練習試合）の実施については、活動時間が地域クラブ活動の時間と重複しないように配慮 

すること（重複した場合の参加については、生徒・保護者の意思を尊重すること）。 

 

Ｑ６：地域クラブの活動計画・費用等を確認したい場合は、どうすればよいですか？        

Ａ：登録された地域クラブは、ミクスポ公式Ｗｅｂサイトに掲載していますが、掲載していない情報は、直接、ク 

ラブの運営主体（代表者） に確認してください。 

・三豊市では、保護者の費用負担への支援として、以下の制度がありあす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ７：令和９年度に、希望する休日の地域クラブがない種目等はどうなるのですか？        

Ａ：地域クラブが設立されるまでは、希望する種目等の休日の活動はできないということになります。他 

の種目や学習塾、習い事等、どのように過ごすのか、各家庭で相談してお決めください。 

 

Ｑ８：中学３年生は、いつまで活動できますか？                         

Ａ：中学３年生の学校部活動は、概ね８月末までに各部ごとに終わっています。地域クラブでの活動の継 

続は、各クラブに確認して参加者が選択することになります。 

 

Ｑ９：地域クラブの活動中に、病気・怪我・トラブルが起きた時の対応はどうなりますか？     

Ａ：地域クラブの活動中は、運営主体が対応することになります。 

地域クラブでの活動は、学校で加入している日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象外の 

活動となりますので、傷害保険や個人賠償責任保険への加入が必要です。地域クラブの運営主体に確 

認してください。 

〇 プラットフォーム登録クラブ活動支援補助金 

登録クラブ参加者の保護者に補助金が交付されます。ただし、対象者には条件があります。 
詳細は三豊市教育委員会事務局スポーツ振興課にお問い合わせください。 

〇 プラットフォーム登録クラブの公共施設の使用料の免除 

条例・規則等に基づき、社会体育施設や社会教育施設、三豊市立中学校等の公共施設の使用料・空調設
備使用料が免除されます。 
 ※ ただし、三豊市（学校組合）立中学校全校又は三豊市在住の１～３年生が、３名以上参加してお

り、かつ、クラブ員の 3分の 1以上を占める登録クラブに限る。 

■ 校長は、生徒や部活動顧問の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する

とともに、生徒の参加については、生徒・保護者の意思を尊重する。 

■ 校長は、顧問から下記の大会前の休日の練習（練習試合を含む）の実施について申し出があった場

合は、生徒の成長や生活全般を見通し、生徒や部活動顧問の負担が過度とならないように実施回数

の上限の検討とともに、休日の地域クラブ活動の実施状況を把握し、調整を図る。 

＊ 中学校体育連盟主催の大会 

＊ 四国・全国大会出場の予選を兼ねている大会 

＊ 予選を経て、出場資格を得た四国・全国大会 


